
○美咲町中央運動公園条例 

平成１７年３月２２日 

条例第１２３号 

改正 平成２１年３月１７日条例第６号 

平成２４年３月２２日条例第９号 

平成２５年１２月１８日条例第３５号 

令和元年９月２０日条例第２３号 

令和元年１２月１３日条例第３２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）

第１８条の規定に基づき、本町の中央運動公園（以下「公園」という。）の設置及

び管理につき必要な事項を定めるものとする。 

（行為の制限） 

第２条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受

けなければならない。 

（１） 物品販売、募金、宣伝、興業その他これらに類する行為をすること。 

（２） 業として写真又は映画等を撮影すること。 

（３） 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町

長に提出しなければならない。 

（１） 行為の目的 

（２） 行為の内容 

（３） 行為の期間 

（４） 行為を行う場所又は施設 

（５） 前各号のほか、町長の指示する事項 

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該

事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。 

４ 町長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合

に限り、第１項又は第３項の許可を与えることができる。 

５ 町長は、第１項又は第３項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付するこ

とができる。 

（許可の特例） 

第３条 法第６条第１項又は第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項につい

ては、前条第１項又は第３項の許可を受けることを要しない。 

（行為の禁止） 

第４条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第３条

第１項若しくは第３項又は法第５条第２項、法第６条第１項若しくは第３項の許可



に係るものについては、この限りでない。 

（１） 公園を損傷し、又は汚損すること。 

（２） 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。 

（３） 土地の形質を変更すること。 

（４） 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。 

（５） はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。 

（６） 立入禁止区域に立ち入ること。 

（７） 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。 

（８） 公園をその用途外に使用すること。 

（９） 前各号に定めるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をする

こと。 

（利用禁止又は制限） 

第５条 町長は、公園の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められ

る場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、

公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を

禁止し、又は制限することができる。 

２ 町長は、前号に掲げる場合のほか、その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行

為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、公園の利用を禁止し、

又は制限することができる。 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項） 

第６条 法第５条第２項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項 

ア 設置の目的 

イ 設置の期間 

ウ 設置の場所 

エ 公園施設の構造 

オ 公園の管理方法 

カ 工事実施の方法 

キ 工事の着手及び完了の時期 

ク 公園の復旧方法 

ケ その他町長の指示する事項 

（２） 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項 

ア 管理の目的 

イ 管理の期間 

ウ 管理しようとする公園施設名及び位置 

エ 管理の方法 

オ その他町長の指示する事項 

（３） 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項 



ア 変更する事項 

イ 変更する理由 

ウ その他町長の指示する事項 

２ 法第６条第２項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 占用の場所 

（２） 占用の目的 

（３） 占用の期間 

（４） 設置しようとする占用物件の種類及び数量 

（５） 占用物件の構造 

（６） 工事の着手及び完了の時期 

（７） 工事実施の方法 

（８） 占用物件の管理方法 

（９） 原状回復の方法 

（１０） その他町長の指示する事項 

（添付書類） 

第７条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの

許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、

仕様並びに位置図及び実測図を添付しなければならない。 

（保証人） 

第８条 町長は、公園管理上必要があると認めたときは、許可の保証人を立てさせる

ことができる。 

（許可を要しない軽易な変更） 

第９条 法第６条第３項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公用

の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装 

（２） 占用物件の構造を変えない修繕 

（３） 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え 

（有料公園施設） 

第１０条 町の管理する公園施設で、有料で利用させるもの（以下「有料公園施設」

という。）は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。 

（有料公園施設の利用の許可） 

第１１条 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならな

い。 

２ 町長は、前項の許可に際し、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付する

ことができる。 

（使用料） 

第１２条 法第５条第２項、法第６条第１項若しくは第３項又は第２条第１項若しく



は第３項の許可を受けた者又は有料公園施設の使用の許可を受けた者は、別表第２

に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 使用者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合、その総収入の１割が別

表第２の使用料の額を超えるときは、その使用料は収入総額の１割とする。この場

合、徴収額との差額は使用終了後直ちに納付しなければならない。 

３ 前項の規定により算出して得た使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

（使用料の徴収） 

第１３条 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が１年以上に

わたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分に

ついては毎年４月に徴収する。 

（使用料の不還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（１） 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。 

（２） 町の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。 

（３） 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の３日前までに使用又は占用の

許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。 

（使用料の減免） 

第１５条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

（権利の譲渡禁止等） 

第１６条 公園の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、

若しくは使用等をさせてはならない。 

（届出） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速

やかにその旨を町長に届け出なければならない。 

（１） 法第５条第２項又は法第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者（以

下「許可を受けた者」という。）が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工

事を完了したとき。 

（２） 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止した

とき。 

（３） 許可を受けた者が、法第１０条第１項の規定により公園を原状に回復した

とき。 

（４） 法第１１条第１項又は第２項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、

命ぜられた工事を完了したとき。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 



（罰則） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料を科する

ことができる。 

（１） 第２条第１項又は第３項の規定に違反して同条第１項各号に掲げる行為を

した者 

（２） 第４条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者 

第２０条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴

収を免れた額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えない

ときは、５万円とする。）以下の過料を科することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の中央町

特定地区公園（カントリーパーク）条例（昭和５９年中央町条例第１１号。以下「合

併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条

例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例

の例による。 

附 則（平成２１年３月１７日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２２日条例第９号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１８日条例第３５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２０日条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１３日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第１０条関係） 

有料公園施設に属する公園の名称 施設の種類 

中央運動公園 野球場 

庭球場 

多目的広場 

総合体育館 



武道館 

別表第２（第１２条関係） 

（１） 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合 

種別 単位 使用料 

公園施設の敷地の使用 １m２ １日につき １１０円（内消費税等１０

円） 

（２） 公園を占用する場合 

区分 単位 使用料 

電柱その他これらに類するもの １本 １年につき ８８０円（内消費税等８０

円） 

標識その他これらに類するもの １基 １月につき ２２０円（内消費税等２０

円） 

その他 町長がその都度定める。 

（３） 第２条第１項に掲げる行為をする場合 

区分 単位 使用料 

業として写真を撮影するもの 写真機１台 １日につき １１０円（内消費税等１０

円） 

物品販売その他これらに類する

もの 

１件 １日につき １，１００円（内消費税等１

００円） 

興業その他これらに類するもの １m２ １日につき ５５円（内消費税等５円） 

競技会、集会、展示会、博覧会

その他これらに類するもの 

１m２ １日につき ２２円（内消費税等２円） 

その他 町長がその都度定める。 

（４） 有料公園施設を使用する場合 

区分 単位 種類 町内住民及び

事業所 

町外住民及び

事業所 

照明使用の場合 

町内住民及び

事業所 

町外住民及び

事業所 

野

球

場 

グラウン

ド使用料 

１時間 一般 ５５０円 

（内消費税等

５０円） 

８８０円 

（内消費税等

８０円） 

  

高校生

以下 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

  

放送施設 １回に

つき 

 ５５０円 

（内消費税等

５０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

  

温水シャ １回に  １０５円 １０５円   



ワー つき （内消費税等

９円） 

（内消費税等

９円） 

庭

球

場 

オムニコ

ート 

１コー

ト１時

間 

一般 ４４０円 

（内消費税等

４０円） 

６６０円 

（内消費税等

６０円） 

１，１００円 

（内消費税等

１００円） 

１，３２０円 

（内消費税等

１２０円） 

高校生

以下 

２２０円 

（内消費税等

２０円） 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

８８０円 

（内消費税等

８０円） 

９９０円 

（内消費税等

９０円） 

放送設備 １回に

つき 

 ５５０円 

（内消費税等

５０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

  

多

目

的

広

場 

グラウン

ド使用料 

１時間

全面 

一般 ４４０円 

（内消費税等

４０円） 

６６０円 

（内消費税等

６０円） 

４ 全灯 

４，８４０円 

（内消費税等

４４０円） 

② 野球 

４，２９０円 

（内消費税等

３９０円） 

③ ソフト 

２，６４０円 

（内消費税等

２４０円） 

４ 全灯 

５，０６０円 

（内消費税等

４６０円） 

② 野球 

４，５１０円 

（内消費税等

４１０円） 

③ ソフト 

２，８６０円 

（内消費税等

２６０円） 

１時間

全面 

高校生

以下 

２２０円 

（内消費税等

２０円） 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

４ 全灯 

４，６２０円 

（内消費税等

４２０円） 

② 野球 

４，０７０円 

（内消費税等

３７０円） 

③ ソフト 

２，４２０円 

（内消費税等

２２０円） 

４ 全灯 

４，７３０円 

（内消費税

等４３０円） 

② 野球 

４，１８０円 

（内消費税

等３８０円） 

③ ソフト 

２，５３０円 

（内消費税等

２３０円） 

１時間

１／２

一般 ２２０円 

（内消費税等

３３０円 

（内消費税等

③の１／２使

用 

③の１／２使

用 



面 ２０円） ３０円） １，３２０円 

（内消費税等

１２０円） 

１，４３０円 

（内消費税等

１３０円） 

１時間

１／２

面 

高校生

以下 

１１０円 

（内消費税等

１０円） 

１６５円 

（内消費税等

１５円） 

③の１／２使

用 

１，２１０円 

（内消費税等

１１０円） 

③の１／２使

用 

１，２６５円 

（内消費税等

１１５円） 

放送設備 １回に

つき 

 ５５０円 

（内消費税等

５０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

  

（５） 総合体育館を使用する場合 

区分 単位 種類 町内住民及

び事業所 

町外住民及

び事業所 

照明使用の場合 

町内住民及び

事業所 

町外住民及び事

業所 

総

合

体

育

館 

アリー

ナ 

１時

間全

面 

照明 

全灯 

一般 ８８０円 

（内消費税

等８０円） 

１，３２０円 

（内消費税

等１２０円） 

３，５２０円 

（内消費税等

３２０円） 

３，９６０円 

（内消費税等３

６０円） 

高校

生以

下 

４４０円 

（内消費税

等４０円） 

６６０円 

（内消費税

等６０円） 

３，０８０円 

（内消費税等

２８０円） 

３，３００円 

（内消費税等３

００円） 

照明 

半灯 

一般 ８８０円 

（内消費税

等８０円） 

１，３２０円 

（内消費税

等１２０円） 

２，２００円 

（内消費税等

２００円） 

２，６４０円 

（内消費税等２

４０円） 

高校

生以

下 

４４０円 

（内消費税

等４０円） 

６６０円 

（内消費税

等６０円） 

１，７６０円 

（内消費税等

１６０円） 

１，９８０円 

（内消費税等１

８０円） 

１時間１

／２面 

一般 ４４０円 

（内消費税

等４０円） 

６６０円 

（内消費税

等６０円） 

１，１００円 

（内消費税等

１００円） 

１，３２０円 

（内消費税等１

２０円） 

高校

生以

下 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

８８０円 

（内消費税等

８０円） 

９９０円 

（内消費税等９

０円） 

１時間１

／４面 

一般 ２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

６６０円 

（内消費税等６

０円） 

高校 １１０円 ２２０円 ４４０円 ５５０円 



生以

下 

（内消費税

等１０円） 

（内消費税

等２０円） 

（内消費税等

４０円） 

（内消費税等５

０円） 

ステー

ジ（控

室含） 

１時間 一般 ４４０円 

（内消費税

等４０円） 

６６０円 

（内消費税

等６０円） 

１，１００円 

（内消費税等

１００円） 

１，３２０円 

（内消費税等１

２０円） 

高校

生以

下 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

８８０円 

（内消費税等

８０円） 

９９０円 

（内消費税等９

０円） 

会議室 １時間 一般 ３３０円 

（内消費税

等３０円） 

５５０円 

（内消費税

等５０円） 

４４０円 

（内消費税等

４０円） 

６６０円 

（内消費税等６

０円） 

高校

生以

下 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

４４０円 

（内消費税等４

０円） 

トレー

ニング

室 

１時間（１

人当たり） 

一般 １１０円 

（内消費税

等１０円） 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

１６５円 

（内消費税等

１５円） 

２７５円 

（内消費税等２

５円） 

高校

生以

下 

５５円 

（内消費税

等５円） 

１１０円 

（内消費税

等１０円） 

１１０円 

（内消費税等

１０円） 

１６５円 

（内消費税等１

５円） 

（６） 武道館を使用する場合 

区分 単位 種類 町内住民及

び事業所 

町外住民及

び事業所 

照明使用の場合 

町内住民及び

事業所 

町外住民及び事

業所 

武

道

館 

全館 １時間 一般 ４４０円 

（内消費税

等４０円） 

６６０円 

（内消費税

等６０円） 

７７０円 

（内消費税等

７０円） 

９９０円 

（内消費税等９

０円） 

高校生

以下 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

６６０円 

（内消費税等６

０円） 

剣道

場・武

道場ど

ちらか

使用

（１／

２館） 

１時間 一般 ２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税

等３０円） 

４４０円 

（内消費税等

４０円） 

５５０円 

（内消費税等５

０円） 

高校生

以下 

１１０円 

（内消費税

等１０円） 

２２０円 

（内消費税

等２０円） 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

４４０円 

（内消費税等４

０円） 



備考 使用時間が１時間以内であっても、１時間ごとの使用料とする。 

 


